
名古屋市交通局管理規程第１１号 

 

 名古屋市交通局会計規程（昭和３１年名古屋市交通局管理規程第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 第３８条の２を次のように改める。 

第３８条の２ 削除 

 第３８条の３を次のように改める。 

（出納取扱金融機関に対する検査） 

第３８条の３ 令第２２条の４第１項に規定する出納取扱金融機関に対する局

の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況についての定期検査

は、毎年１回行うものとする。 

 第４４条の見出し中「料金等徴収事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に

改め、同条中「局の業務に係る料金等徴収事務の委託を受けた者」を「地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定に基づき、局の業務に

係る料金等徴収事務の委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」とい

う。）」に、「料金等徴収事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

 第６０条の２中「５日」を「１０日」に改める。 

 第７０条の３中「第３８条の２、第６７条」を「第６７条」に改める。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日の前日において現に地方自治法の一部を改正する法律

（令和５年法律第１９号。以下「改正法」という。）附則第７条の規定によ

る改正前の地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規



定により公金の徴収又は収納に関する事務（以下「従前の公金事務」とい

う。）を行わせている者（改正法による改正後の地方公営企業法第３３条の

２において準用する改正法による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２第１項の規定による指定を受けた者を除く。）に従前

の公金事務を行わせる場合については、この規程による改正後の名古屋市交

通局会計規程第４４条の規定にかかわらず、令和８年３月３１日までの間は、

なお従前の例による。 


